
審 議 会 等 の 開 催 通 知 

名   称  平成２４年度 第１回 松山市社会福祉審議会（全体会及び各専門分科会等） 

開催日時 
 平成２４年５月２１日（月） １３：３０～ （全体会） 

               １４：００～ （各専門分科会等） 

開催場所 
 松山市役所 別館６階 第３委員会室（全体会） 

 松山市役所 別館６階 第５委員会室 もしくは 別館６階 第１委員会室 

議   題 

（全体会） 

１．副委員長の指名について 

２．各分科会委員の指名について 

３．高齢福祉計画・介護保険事業計画について 
 
（地域福祉専門分科会） 

１．地域福祉計画進捗管理に伴う手法(アンケート)及び内容について 
 
（児童福祉専門分科会） 

１．今年度専門分科会の開催予定について 
 
（民生委員審査専門分科会） 

１．審査事項について 
 
（身体障害者福祉専門分科会） 

１． 会長の選出について 

２． 「松山市障害者計画」の改訂について 
 
（身体障害者福祉専門分科会審査部会） 

１．身体障害者手帳障害認定について 
 
（高齢者福祉専門分科会） 

１． 会長、副会長の選出について 

２． 高齢者福祉計画・介護保険事業計画のスケジュールについて 

 

議事内容 

（全体会） 

１．副委員長辞任に伴う、副委員長及び専門分科会等にかかる委員の指名を行う。 

２．高齢者福祉計画及び介護保険事業計画ついて高齢者福祉専門分科会より報告を行

う。 
 

（各専門分科会） 

１．高齢者福祉専門分科会及び身体障害者福祉専門分科会の会長の選出を行うほか、

地域福祉計画進捗管理に伴う方法などの審議と、報告案件の説明を行う。 

 

公開・非公開  公開 

（非公開理由） 

 （１）法令の規定により当該会議が非公開とされている場合 

 

   （２）松山市情報公開条例第７条各号に規定する情報に該当すると認められる事項 

     について審議等を行う場合 

   ①法令秘情報 

   ②個人情報 

   ③法人等事業活動情報 

   ④公共安全情報 

   ⑤国等信頼関係情報 

   ⑥審議，検討又は協議関係情報 

   ⑦事務事業執行情報 

 

 （３）公開することにより、公正かつ円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が 

     達成できなくなると認められる場合 

（具体的理由）   



傍聴席数  全体会 ５席（予定） 各専門分科会 ５席（予定） 

傍聴方法 

傍聴希望者は開催日の前日の午後５時（必着）までに電話・FAX・E-mailにより傍聴を希望

する会議の名称、並びに氏名、住所及び連絡先の電話番号、ＦＡＸ、E-mailｱﾄﾞﾚｽ等を下記

事務局に連絡し、受付を行ってください。 

なお、前日までの傍聴希望者の受付は先着順に行い、傍聴席数に達した場合は終了します。 

 

※ 当日の審議内容によっては、非公開となる場合がありますので、あらかじめ 

ご承知おきください。 

事務局 

 保健福祉部  保健福祉政策課  調整・評価担当  重松・岡田 

  T E L  089(948)6821 

  F A X  089(934)1832 

  E‐mail  hokenseisaku@city.matsuyama.ehime.jp 

備  考   

 

mailto:hokenseisaku@city.matsuyama.ehime.jp

